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平成２９年度 第１回津市健康づくり推進懇話会会議録

１ 会議名 第１回津市健康づくり推進懇話会

２ 開催日時
平成２９年５月１８日（木）

午後２時から午後４時まで

３ 開催場所 津リージョンプラザ２階 第３会議室（津市西丸之内２３番１号）

４ 出席者の氏名

（津市健康づくり推進懇話会委員）

草川雅之、棚橋尉行、岸畑安紀、中川信之、藤田創、川合利和、三木三貴、小林

小代子、朝倉征子、宮下喜久子、篠澤君枝、柿本誠重、宮下敦子、野口寛子

（１４名）

（アドバイザー）   
三重県津保健所 所長 中山治

三重県津保健所 健康増進課主幹 岡田ひろみ

   
（事務局）   
津市健康づくり課 保健指導担当副参事 栗本真弓

保健指導担当副参事 梅林ひとみ

保健指導担当主幹 落合加代

保健指導担当副主幹 岡林洋子

保健指導担当主査 鈴木香

保健指導担当 大形レナ

管理担当 上村昌寛

   
   
   

５ 内容

１ あいさつ

２ 自己紹介

３ 津市第３次健康づくり計画について

４ 今後の懇話会活動での取り組みについて

今年度の活動内容について

第３次計画強化分野における啓発媒体について

第３次計画推進啓発缶バッジ案の検討

５ その他連絡事項

６ 公開又は非公開 公開

７ 傍聴者の数 ０人

８ 担当

健康福祉部健康づくり課管理担当

電話番号 ０５９－２２９－３３１０

Ｅ-mail 229-3310@city.tsu.lg.jp 
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１．あいさつ

【事務局】 

 定刻になりましたので、本日平成２９年度第１回の津市健康づくり推進懇話会を始めさせていただ

きたいと思います。私所長をさせていただいております栗本と申します。どうぞよろしくお願いいたし

ます。本日はお忙しい中またとても暑くなって参りましたけれども、お集まりいただきましてありがと

うございます。平成２９年度の 1 回目ということで進めてまいりますが、昨年度は懇話会の委員の皆様

から様々な御意見をいただき、第３次健康づくり計画の策定に関わっていただきました。本当にありが

とうございました。おかげさまをもちまして平成２９年３月に第３次の健康づくり計画を作り上げるこ

とができました。この計画を第３期ということで作らせていただけることができたのですが、今後課独

自の計画の策定というのがなかなか難しくなってくるということも聞いておりまして、この第３次の計

画が健康づくりを進めていくにあたってはとても大きな重みのあるものになると考えております。これ

から皆様のお力を頂戴しながら、この計画を市民の人たちに少しでも近づいたものとなり、市民の一人

一人が健康に関心を持って健康的に暮らしていただく、そんな津市になっていくためにこれからこの１

年間、皆様のお知恵を拝借し一緒に考え行動していただけたら大変ありがたいと考えております。昨年

度同様懇話会の皆様と一緒に進めていきたいと思っておりますが、今年度委員さんも何人か変わってい

ただきましたので改めて懇話会の活動についても昨年の活動も振り返りながら紹介をさせていただき

たいと思います。昨年委員をしていただいた皆様には、市の健康課題をいろいろ議論していただいて御

承知いただいていると思いますけれども、そのことを今回５月１６日号の広報に載せさせていただいて

おります。先ほども中日新聞さんが直前までそのことについて聞きに来ておられました。もしかしたら

また記事になるのかもしれません。健康づくりに対する関心は大変高いものになるとは思いますので、

市が市民にいかに届けられるか、市民の方がいかにそれを受けて行動に移していただけるかです。今後

もどうかよろしくお願いいたします。なお、本会議は、津市情報公開条例第２３条の規定に基づき、公

開の対象となるため、議事の内容につきまして録音をさせていただきます。また、内部資料とするため、

会議の様子を撮影させていただきますので御了承ください。 

２. 自己紹介

【事務局】 

それでは続きまして自己紹介に移らせていただきます。本年度３人の懇話会の委員さんが交代になり

ました。お手元の資料の１を御覧ください。商工会議所、中尾さんに代わり藤田創委員さんです。 

【藤田委員】 

津商工会議所の藤田です。よろしくお願いいたします。 

【事務局】 

ありがとうございます。よろしくお願いします。

全国健康保険協会三重支部、岡本さんに代わりまして、三木三貴委員でございます。

【三木委員】

こんにちは、協会健保三重支部からまいりました三木と申します。名前も三貴で三木三貴でございま

す。

よろしくお願いいたします。
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【事務局】

健康づくり推進員の代表ということで津市健康づくり推進連絡協議会鈴木さんに代わられまして朝

倉征子委員でございます。

【朝倉委員】 

朝倉征子です。どうぞよろしくお願いいたします

【事務局】 

 ありがとうございました。

 それでは、今年度初めての懇話会となりますのでお１人ずつお名前、所属、一言を簡単にお話しいた

だきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。先ほどの方も一言抱負などありましたらおっしゃ

っていただいても結構ですのでお願いしたいと思います。１グループさんからお願いいたします。

【柿本委員】 

 こんにちは。白山町から来ております、男性料理教室の柿本と申します。また今年度も一つ皆様の

知恵を借りながらまた一生懸命勉強していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

【小林委員】 

 津市食生活改善推進協議会の会長をしております小林小代子と申します。減塩について言い続けてお

りますので今後もずっとずっと言い続けていきたいと思います。御協力のほうお願いいたします。あり

がとうございます。

【野口委員】 

 子育て支援をやっております、津こども NPO センターの野口と申します。ぜひ皆さんと一緒に健康

のことを考えていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

【宮下委員】 

 母子保健推進員の代表で去年から出席させていただいております。健康とはどうしたらいいのかと言

う気持ちで勉強させていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。宮下喜久子です。

【棚橋委員】 

 久居一志地区医師会の棚橋といいます。医師会の草川先生はみえていませんが、この津市内には津市

の津地区医師会、久居一志地区医師会、私は久居一志地区医師会で旧久居市と一志郡をやっております。

医師会は堅苦しいイメージがあると思いますが、私は皆さんといろんな交流させていただいていろいろ

勉強させていただいておりますのでこれからもよろしくお願いいたします。

【宮下敦子委員】 

 失礼いたします。津市の私立幼稚園協会の代表でおらせていただいております。津西幼稚園のほうへ

四月から転勤になりました。今日は朝１０時から先ほどまでザリガニを釣ったりとかトカゲを捕まえた

りして、ぐったりしております。すいません。また本年度もよろしくお願いいたします。

【篠澤委員】 

 スポーツコーディネーターとしてお世話になっております篠澤です。どうぞよろしくお願いします。

動くことの大切さとか動くことの楽しさを少しでもお伝えできればと思います。御一緒させていただき

ます。よろしくお願いいたします。

【中川委員】 

 津薬剤師会の代表の中川信之といいます。よろしくお願いします。何年か皆さんにいろいろな御意見

を聞いてですね、私自身勉強になるとこもあって協力できることがあればさせていただきたいと思いま

す。１年間またよろしくお願いいたします。

【三木委員】 



4 

 先ほども御挨拶させていただきましたが協会けんぽ三重支部の三木と申します。何度も委員が交代い

たしまして申し訳ございません。全国健康保険協会というちょっと漢字が並ぶ難しいところですけれど

も通称協会けんぽといいまして中小企業の事業所の方々に加入していただいております。私は保健師と

して事業所のメタボ指導に行かせていただき、日々従業員の方の健康を考えております。今回もこのよ

うに地域と職域の連携ということで色々学ばせていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたし

ます。

【藤田委員】 

 先ほど御紹介いただきました津商工会議所藤田でございます。商工会議所のほうですね、やはりその

なかなかですね単独でやるということは少ないですけれどもやはり津市の企業さんや健康あってこそ

の会社だというところもありましてですね、いろんな情報を伝えていくことが津商工会の役割かなとは

思っております。前任の中尾のほうから非常に熱心な議論をいただいているということを聞いておりま

すので参加させていただいて、皆様のお力にさせていただけたらと思いますのでどうぞよろしくお願い

いたします。

【川合委員】 

 みなさんこんにちは、中勢地区労働者福祉協会議とちょっと長い名前になりますが、津地区で構成さ

れております労働組合が集まって働く者の福祉、幸せというものについて取り組んでおる会になるので

すが、そちらで事務局長をしております川合と申します。どうぞよろしくお願いします。この中では数

少ないタバコを吸う人間です。お酒も大変大好きで不健康の塊みたいなところでありますが、生活習慣

病のがんというところでがんばってまいりたいと思います。１年よろしくお願いいたします。

【岸畑会長】 

 津歯科医師会からきております岸畑安紀と申します。私はここの会議進行のほうを任されております

のですが、あいさつは下手ですし頭はなかなか回らないもので、皆様の助けを借りて会議進行をさせて

いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

【朝倉委員】 

 こんにちは。津市健康づくり推進連絡協議会久居支部を任されております。私も非常に高齢ですけれ

ども、高齢の方がですねお家に引きこもらない、とにかく外へ出ようということを目標にがんばらせて

いただいております。どうぞよろしくお願いいたします。

【中山所長】 

 県の津保健所の中山でございます。この会にはいつも関わらせていただいております。どうぞよろし

くお願いいたします。

【岡田委員】 

 こんにちは。同じく津保健所から参りました岡田と申します。今月、来月は私のほうがお邪魔させて

いただきますのでよろしくお願いいたします。

【事務局】
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皆さんありがとうございました。本日欠席の御連絡をいただいておりますのが、津地区医師会の草川

先生（遅れて出席）、UD まちづくりの会の土性さん、それから欠席の御連絡がないので途中でお越しに

なるかもしれませんが、今お見えになっていないのが三重短期大学の長友先生、津市教育委員会教育研

究支援課の松本先生、津保育所施設長連絡協議会の田代さん、特定非営利活動法人 NPO どんど佐橋さ

ん。佐橋さんも後からおみえになるかもしれませんのでお待ちしたいと思います。自己紹介ありがとう

ございました。懇話会委嘱期間は平成３０年５月３１日までとなっておりますので、１年間よろしくお

願いいたします。

ではここからの議事進行につきましては、会長の岸畑委員にお願いしたいと思います。どうぞよろし

くお願いいたします。

３．津市第３次健康づくり計画について

【岸畑会長】 

 皆さんこんにちは。今年最初の懇話会でございます。座って進めさせていただきます。

今日は本当にいい天気で会議をするにはもったいない天気でございますけれども、昨年度は皆様方の貴

重な御意見をいただきまして４月にやっと第３次健康づくり計画が出来上がりました。本当に貴重な意

見を集約させていただいて４月に皆様のお手元に届いていると思います。今年からまた第３次健康づく

り計画を６年、みなさんの貴重な意見をいただきながら計画を進めていきたいと思います。

この健康づくり計画、表に書いてあるようにこころ豊かに楽しく元気に暮らそうというところを大目

標といたしまして、皆様方にいろいろな御意見をいただいて健康づくり計画を進めていくのに重要な役

割を持っているのが懇話会でございます。本当に今日も十分に討議をしていただいて貴重な御意見をい

ただきたいと思います。では本日の会議を始めたいと思います。事項書３の津市第３次健康づくり計画

について事務局のほうから説明をお願いします。

【事務局】（パワーポイント資料で説明） 

それでは津市第３次健康づくり計画について皆さんに関わっていただいておりますので御存知のこ

とも多いとは思いますが、もう一度振り返ってみるということで簡単に説明をさせていただきます。第

３次健康づくり計画は平成２９年度から３４年度までの６年間の計画になっております。計画作成に当

たって皆様にたくさんの御意見をいただき御討議いただいております。行政や地域の団体だけではなく

市民の方と一緒に健康づくりを進めていくための計画になっております。第３次計画の位置付けとしま

しては健康増進法に基づく市町村健康増進計画に位置付けられております。それから母子保健計画も包

含しており、赤ちゃんから大人までのすべての年代における健康づくりの推進を目的としております。                               

 健康づくり計画の基本理念はヘルスプロモーションという考え方を基本としております。坂道で真ん

中の球を押しているのが本人になりますが、それを後ろから押しているのが家族であり、地域であり、

行政ということで、この球をたくさんの人数で押すことによってより早く先に進むことができます。ま

たこの傾斜のほうを下げることにより、より球が前に進みやすくなるということで、その傾斜を下げる

ということが、環境や制度を整えていくということになります。このヘルスプロモーションの考え方を

踏まえて計画のほうを進めていきたいと思います。計画の位置付けのイメージですが第１次、第２次で

育ててきました健康づくりの芽をさらに第３次計画で大きく育てていこうということで「こころ豊かに

楽しく元気に暮らそう」の実現を目指していきます。計画の体系図ですが、ちょっと見にくいですけれ

ども１０分野で考えております。「食生活・栄養」、「運動」、「たばこ」、「アルコール」、「歯とお口の健
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康」、「生活習慣病・がん」、「休養・こころ」、「仲間づくり」、「感染症・熱中症」、「災害への備え」とい

う分野で、それぞれ目標を定めて取り組みを進めていきます。

そしてさらに第３次計画を加速して進めていくために「食生活・栄養」、「運動」、「たばこ」、「生活習

慣病・がん」のところにオレンジのところが見えると思うのですが、今の４つが強化の分野と決めまし

て地域や社会との連携を計画的に進めながら実行性を高めていきたいと思います。これが計画の強化目

標になります。「食生活・栄養」分野につきましては「子どもが主体的で朝ご飯を食べる」という目標

でメインターゲットを子どもから４０歳代としております「運動」につきましては「日常生活で運動を

意識し体を動かす」という目標で子育て世代をメインターゲットにしていきます。「たばこ」の分野に

つきましては「子どもが受動喫煙の害を受けない」ことを目標に子どもや子育て世代をターゲットにし

ていきます。「生活習慣病・がん」につきましては３つの強化目標を掲げております。「若いうちから薄

味になれる」「適正体重を意識し週１回は体重測定を行う」「自分の生活習慣を振り返るために健康診断

やがん検診を受ける」という目標を定めて取り組みのほうを進めています。

これからは強化の分野となった市の現状や課題のおさらいになりますが見ていただきたいと思いま

す。こちらは朝ご飯を毎日食べている人の割合をグラフにしたもので、見ていただくと分かるように未

成年者が特に割合として７６．２%ということで少なくなっております。子どもの頃から生活リズムを

整え毎日朝ご飯を食べる習慣をつけるように働きかけていきたいと思います。これは朝ご飯を食べてい

る人がどのように食べているのかという割合ですけれども、主食のみと答えた子どもさんが未成年、中

学生、小学生ともに半数くらいにのぼっているということで食べ方についても働きかけて、栄養バラン

スの取れた朝食を摂れるような働きかけも考えていきたいと思います。こちらは運動分野で意識をして

体を動かしている人の割合をグラフにしたものです。上のほうから２０代から７０代です。特に動かし

ている割合が少ないのが２０代から４０代の女性ということですのでこういう年代がこまめに体を動

かすことができるように働きかけていきたいと思います。こちらはたばこです。妊婦の喫煙率が２．２%
ということで０%を目指しておりますが、まだこれぐらいの方が吸っているということと、子どもと一

緒にいるときにたばこを吸うことがある、ときどきある方が半数くらいという現状です。たばこを吸う

ときに気を付けていることで一番上に囲んであるところが子どもや妊婦の前では吸わないようにして

いると答えていただいた方が５７．５%となっておりこの辺りも課題かなと思っております。こちらは

津市の国民健康保険の病気別受診件数です。上位３位を生活習慣病が占めております。これは全死亡に

おける死因別割合ということで、がんと心疾患、脳血管疾患が約全死亡の半数を占めているということ

で介護が必要となる一番の原因になる脳血管疾患も全国とか県に比べて割合として高くなっています。

これは一日の食塩の摂取量です。津管内が１１．７ｇということで近隣と比べると高くなっています。

これは肥満の方の推移ということで、４０代６０代が平成２２年度に比べて増えてきております。特に

男性４０代から５０代の肥満者が増えてきております。これは健診を受けた後、生活習慣の改善をした

かという質問に対して「いいえ」と答えた方が 3 割ぐらいいるということで健診せっかく受けていただ

いていてもまだまだ活用されていない方も多いということが課題です。これらのことから６目標を強化

目標として進めていきますが計画として大切にすることとして市民、地域、市の地域連携を進めていき

たいと思います。こちらが健康づくりの推進体制のイメージということで、市民さんを取り囲んでいま

すのが本日来ていただいた懇話会の委員さんです。市と共に市民さんを支えてこの計画推進がうまくい

くように懇話会を進めていきたいと考えております。

最後になりますがダイジェスト版を4月に皆様のお手元のほうにもお届けさせていただいていますが、

ダイジェスト版はまず市民の方にお伝えしたい市の課題や取り組みなど、を知っていただきたいものを

まとめたものです。このダイジェスト版をぜひ委員の皆様にも御活用していただけたらと思っておりま
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す。市民の皆様へ委員の皆様からお伝えできる機会がございましたら、ぜひ使っていただきたいと思い

ます。必要なとき事務局のほうへお伝えいただきましたらお渡しさせていただきますのでよろしくお願

いします。大急ぎで計画のことを少し振り返ってみました。ありがとうございました。 

【岸畑会長】 

 ありがとうございました。ではアドバイザーの津保健所中山所長より、お話をいただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。

【中山所長】

 失礼いたします。改めまして津保健所の中山でございます。これから先の健康づくりのことを考えて

いただくというということで、逆にこれまでの健康づくりというのはどのように進んできたのかという

ことについて少しお話しさせていただきたいと思います。その中で、県の保健所、よく間違えて津市保

健所と言って来る人がいるのですけれども、今でも保健所というのは県です。県立です。ここは市役所、

市ですよね。それぞれが今までどんなことをしてきたかということについてお話させていただきたいと

思います。まず自分達のことから言いますと、保健所というのは今からちょうど７０年前、昭和２２年

に保健所法という法律によって全国すべてに設置されました。これは建物という意味ではなく県庁とい

う機関、組織であり昭和２２年に作られたのです。これが公的な機関として健康問題を扱う、その視点

では唯一の機関です。とにかくそういう状況の中で何が問題であったかというと結核です。結核の当時

の死亡率は人口１０万に対して昭和２０年くらいは２００くらいだったと思います。今のがんの死亡率

というのも大体そのようなもので、人口１０万で２００くらいだと思います。当然ながら、がんという

のは健康問題の一番大きな問題となっております。当時は結核というのは今のがんと同じくらいかそれ

以上です。がんは結構高齢になってからの患者さんが多いですけどね、津市だったら多分人口１０万の

中でだいたい年間７００人から８００人の方ががんで亡くなられると思います。それはかなり高齢の方

です。結核なんかは若い方も亡くなられますからその当時の日本にとっての影響は非常に大きかった。

だからまずそれを対処しなければならないということで国は県に対してそういう保健所を作って結核

対策をやれということになったわけです。この結核対策というのは今思い起こせば非常に単純なという

のは、結核はあくまでも結核菌の感染によって起こるので、それは日本全国どこでも同じなのです。東

北の結核は沖縄の結核とは菌が違うということはない。とにかく結核菌に感染したら結核。しなければ

逆に結核にはならない。そういう意味では非常にシンプルなのです。その対策もまた非常にシンプルで

す。薬は当然ですけれども、一番大きいのは法律になじみやすいのです。結核に感染して症状がひどい

場合は、それは本人の問題だけではなく周りにも影響があるから、とにかく入院してくださいというこ

とを法律によって命令ができるのです。それには有無を言わせないのです。例えばその患者さんが「私

はちゃんと気を付けています」「塩分は一日１０グラム、野菜も食べます」と言われようが結核が発病

したら入院してくださいという非常にシンプルです。非常にシンプルなのでどんどん対応も進んでいる

ので結核の患者さんも減ってきたわけです。

それともう一つ健康問題で母子保健というのが大きな課題です。今の赤ちゃんは１歳を迎えるまでに

亡くなるというのは５００人に１人あるかないかという程度です。例えば私の母親なんかでも兄弟は１

ダースとは言いませんけれどもそれに近いぐらいで、その中で亡くなっているのはいます、小さい時に。

だからもう一つは母子保健なのです。赤ちゃんの健診は非常に大事であったのですが、まだ保健センタ

ーもないので保健所でということでやってきたわけです。遠いところ今は桜橋にありますけれど、当時、

例えば芸濃とか安濃からそこまで行ってもらうのは、大変だったのかもしれません。ただそこにしか選

択の余地がありませんので、そしてまた頻繁にいくわけでもなく、健診ですから４か月とか１０か月あ

るいは３歳のときだけでいいから、そう大きな負担でもなかった。そして時代はだんだん進んでいき結
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核がまずどんどん減ってきた。

次に問題になってきたのが何かというとそれが今でいう生活習慣病です。特に東北のほうの塩分の過

剰な摂取、秋田県とか、あんまりよその県のこといったらいけませんけれどもそういう東北の県なんか

はかなり数値が高かった。沖縄はそうではなかったですね。もうすでにその頃は、沖縄は今から考えれ

ば脂肪、脂質のほうが多かった。アメリカの影響を受けています。例えば脳卒中、心臓病、がん、今で

いう生活習慣病にとっては地域の差が出てきたわけです。だからそうなると今までのような保健所で、

法律ですべてを対応するということは不可能となってきたわけです。効果も上がらない。生活習慣です

から法律で規定するわけにはいかないのです。今では例えば検診を受けない人は法律で入院させるとか

そんな法律を作って保健所にやらせてくれればやりますけどね。そのほか例えば塩分１日どれだけなど、

あくまでも生活習慣なので法律ではなじまないわけです。それはもう地道にやっていかないと、さらに

はそれを地域の特性に合わせてやっていくということで流れとしてだんだん市町村でそれをやっても

らうというふうになってきているというのがこれまでの流れです。なぜそういう生活習慣病を市が必要

とするかというと、それは例えば血圧の高い人がおり、減塩を進める、その結果どうなったかというと

血圧を測ったりする必要があるわけですよね。そうするとなるべく自分の身近なところでそういうのを

チェックしてもらえてまた指導もしてもらえるところが身近なところがよいということでどんどん市

のほうにいろんな保健事業をやってもらうようになってきたわけです。

それともう１つ赤ちゃんの健診。やっぱり同じような保健指導受けるのであれば、より近いところの

ほうが細かく指導を受けられるということで、これもだんだん市のほうでやってもらうようになってき

たわけです。そういう意味でいうと保健所というのは健康づくりについてはあまり役に立たないという

かそういう機関でして私もそこの代表なもんですからこういうふうに参加させていただきますのもつ

らい部分もあります。そういうふうな大きな流れが、さらにその先がどうなってきたかというのが今、

これからです。今というのがどういう状況かというと、例えば今血圧は減塩が有効ということを言いま

したけれども、それを市民の方に言ってもそんなこと知っているといわれたら終わりなのですね。この

頃は市民の方々もそういう意識が向上していっていますから、大抵のことは御存知です。

まず健康づくりの事業のほうで最初の頃は情報提供というのが大きかったです。情報を提供してどう

なったかチェックしましょうねということで、やってきたわけですけれども、だんだん市民の方の求め

ることも高度になってくる。そうなると保健センターでそういう指導をしてというようなことでは進ん

でいかない。それももう限界に達して来ている。市民の方が求めているのはどういうことかというと直

接市民の方々の声を聞かないと分からないし、それに対してどういうふうに対応していくのかを皆さん

と一緒に考えていかないと。言い方悪いですけれども上から目線的なことでは全然ダメなのです。上か

ら目線的なことの徹底が、以前私たちがやってきた感染症対策です。

その次が保健センターでやってもらういわゆる保健指導です。これもまただんだん限界に達してきた

というわけです。ここで例えば今ちょっとお話ししましたけれども塩分を減らす、具体的にどういう料

理でそれぞれどういうふうにすればいいのかというきめ細かいところそのほかでも例えば運動でもそ

うです。運動したほうがいい、そんなこと分かっていますよね。運動をする機会がない、身近にない、

作ってほしい、では作りましょう。それは誰が作りますか。保健センターが作りますということではそ

れではあまり活発な結果は得られにくいと思います。私達はそういう表に出る機会あるいは運動する機

会、そういうのがほしいのです。例えばこういう感じですというところまで市民の方々から意見をもら

えれば非常に進めやすくなるのですね。この懇話会はやはり非常に大きな役割になると思います。この

津市の計画は非常に貴重なものだと思います。さらにそれぞれ地域で進めていく、また当然ながら一番

大事な事は、自分は何をするか、そして市は何を、地域はどういうことをやっていくのか、そういうふ
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うに考えてもらっているのでこれは非常に貴重なものだと思っております。

健康づくりが進んでくると、いわゆる一応専門ということにはなっていますが全然ダメなのです。知

識的には平均以上持っているはずなのですが、実際に実践しているかというとおそらく日頃の生活習慣

から見ると私はと良くて皆さんの平均、場合によっては平均よりも下回っているのじゃないかなあと。

たとえば先ほども生活習慣の話をしましたけれども、私も今は吸いませんけれどもタバコは吸っていま

したし、アルコールもビール中瓶、お酒も飲んでいました。こういう人間。やっぱりそういう生活習慣

になっては自分でできることはもちろんやらなければいけないですけれどもそういうチャンスをみん

なで作っていかなければならない。そういうところでこの計画はベースになっていく。これをさらにこ

れから皆さんにいろんな計画について実践的なものにしていくためにここでいろんな貴重な意見を出

していただけることが期待されるではないかということで私の話を終わらせていただきます。ありがと

うございました。失礼します。

４．今後の懇話会活動での取り組み（グループワーク）

（１）今年度の活動内容について

【岸畑会長】 

 ありがとうございました。それでは、只今の中山先生のお話と、先ほど説明いただいた内容を頭にお

いていただきまして、事項４、今後の懇話会活動での取り組みについて、進めたいと思います。

昨年の初めに、第２次計画の推進にあたり、皆様に３つのグループに分かれていただきました。昨年

度は、第３次計画の策定年度でもあったため、グループ活動よりも第３次計画の策定に関しての検討が

主であったように思います。

今年度は、第３次計画の初年度となりますので、グループ活動にも力を入れて取り組んでいただけた

らと考えています。

現在のグループは、昨年度の第２次計画の分野におけるグループです。「食生活・栄養」、「運動」、「生

活習慣病・がん」のグループは第３次計画においても、第２次計画を引き継いで、強化分野であること

から、今年度も引き続き、この３つのグループでの検討をお願いしたいと思いますが、いかがでしょう

か。

異論がないようですので、引き続きこの３つのグループで討議を行っていただきたいと思います。

それでは、グループ討議に移りたいと思います。今年度の担当について御検討いただき、御意見をま

とめていただきますようお願いいたします。

【事務局】

お手元の、資料２「津市健康づくり推進懇話会 平成２８年度の活動まとめ」を御覧ください。こち

らは、３月の懇話会のグループ討議で話し合っていただいた内容をまとめたものです。こちらの内容を

基に今年度活動について、グループ毎に検討していただきたいと思います。また、昨年度の初めに、グ

ループ毎にテーマとターゲットを決めていただきましたが、第３次計画の推進にあたり、分野における

課題とグループテーマ、ターゲットについても、再度検討をお願いします。

～グループ討議～
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【岸畑会長】

それでは、話し合った内容について、発表をお願いします。１グループから順番にお願いします。

【野口委員】

まずテーマについてですが、昨年に引き続き、健康で長生きするには減塩が重要ということが、まだ

自分達のものになっていないということで、こういうところから始めていきたい。このような減塩が必

要であるということを広報すること、基本的なことを知らせていくことが一番であると話し合っていた

のですが、それをどういう風に進めていくのか、広めていくのか、そこのところが一番難しいところで

あるということを話し合いました。野菜を摂るようにした、薄味に慣れた、ということで血圧が下がっ

たというような経験を広めていくことも重要ではないかという話がありました。

それから、小さな子を持つ親世代ですが、忙しい中で働きながら子育てをするところで、どうしても

コンビニのものやお惣菜を使うことが多いのですが、一工夫することで何とかすることができないか、

ということを話し合いました。

また、塩分濃度を測るものをどうやって家庭に普及させるか、本来であれば一軒一軒配っていただけ

るとありがたいのですが、金額の面もありますし、ただ配られただけでは無理かなという話もありまし

た。

今年の活動としては減塩というところで、健康につなげたいということで進めていきたいと思います。

【棚橋委員】

テーマやターゲットは今掲げてもらっているものを引き続いていくこととし、どういう場でどういう

ふうな提案、あるいはアピールができるかが問題かということで話し合いました。働き盛りの人たちは、

いろいろな意識があって、分かってはいるが、実際にはできない、ということが現状であって、仕事を

している人では、仕事が終わった後、運動をするために外に出ていると暇だと思われるのが嫌だという

ような意識を持っておられる方もあるようで、環境を整えることも大切ということがあります。協会け

んぽさんでは、その事業所内でできるような提案をして、進めていくような活動をされているようで、

昼間体操をすることであるとか、運動する時間を設定されていたりするようです。このように、表彰な

ど、言葉は悪いですが、ニンジンをぶら下げるようなことがあると良いのかな、という話がありました。

また、運動というと、場所や時間が新たに必要と思うことがあるかと思いますが、そうではなくて、

何かをしながらできる運動があるというような提案をできると良いという話がありました。家庭のなか

で腕立て伏せをするようなことでも、気が付いてできると良い、ということでした。

また、運動の効果や結果を示すことができれば、モチベーションが上がるかな、という話が出ていま

した。良い効果や結果を示すことができればいいということでした。

また、津市では雨の日に子どもと一緒に体を動かせる施設がなく、何とかして欲しいという意見があ

りました。松阪市などではそういう施設があるが、津市ではない。サオリーナが建設されたことや、学

校の統廃合などがあり、空いているスペースもあるのではないかということで、雨の日に親子で行って、

体を動かせる場所を整備していただきたい、という意見がありました。

乳幼児健診は、ほとんどの方が来られる非常に良い機会ですので、親子で体を動かす遊びや運動をア

ピールする場としていく必要がある、という話でした。

【草川委員】

 生活習慣病とがんということで、たばこのこと、減塩のことについては取り上げていく方向ですが、



11 

具体的な政策につなげたいということで、小さなことでも具体的な提案を市長は求めているということ

で、そういったことをできるだけ提案していこうと思っています。

 たばこについては、たばこ依存によって歪んだ考えに固定してしまっている方々との間をどう埋めて

いくかということだと思います。そこで、津市がいろいろな立場の方と公開で話し合うたばこシンポジ

ウムのようなものを開く、というのも一つのアイデアとしてありますし、津市では、たばこ農家が苗木

農家になり、大規模農家になり、高額納税者の１位を飾ったこともあるような、成功事例を抱えている

事実もありますので、たばこがなくなることを見越してそうされた方が成功していますので、たばこが

なくなっても少なくともたばこ農家は終わらなかった、という証明ができています。

 また、県のデータによると、しょうゆをスプレー化した企業の職員食堂では数千万円単位の利益に結

び付いた、しょうゆ代の損失がなくなったということがあったようです。刺身の両面にしょうゆをべた

っと付けて食べるのは、しょうゆを飲んでいるのであって、刺身を食べているわけではないものですか

ら、そういうことを上手に分かっていただけるようにするために、減塩の推奨店のシールを作るとか、

市の職員食堂と食改さんの間で食事内容を減塩にするような企画ができないかなどがありました。

４．協議事項 （２）第３次計画強化分野における啓発媒体について（グループワーク）

【岸畑会長】 

それでは、２つ目のグループ討議に移りたいと思います。

「第３次計画強化分野における啓発媒体について」事務局より説明お願いします。

【事務局】 

計画書のＰ６６を御覧ください。第３次計画における強化分野においては強化目標毎に年次計画を策

定しています。第３次健康づくり計画の初年度である今年は、啓発媒体の作成の時期にあたります。そ

れぞれの重点世代に向け、より効果的に啓発できる媒体を作成したいと考えています。そこで、委員の

皆様からも媒体の種類、内容について御意見・アイデアをいただけたらと思いますので、グループ毎に

御検討お願いします。４つの強化分野に対して、６つの強化目標がありますので、１グループにつき、

２つの強化目標の啓発媒体について、御検討をお願いします。御検討いただきたい強化目標については、

それぞれのグループのグループワーク用紙に記載させていただきましたので御検討お願いします。

【岸畑会長】 

それでは、グループ討議に移ります。時間の都合上、発表は行いませんので、グループ毎にグループ

ワーク用紙に御記入いただくようにお願いします。

～グループ討議～

  

４．協議事項 （３）第３次計画推進啓発バッジ（グループワーク）

【岸畑会長】 

 時間になりましたので、次の討議に移りたいと思います。

では３つ目の討議の「第３次計画推進啓発缶バッジ案の検討」について事務局よりお願いいたします。
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【事務局】 

 第３次健康づくり計画を推進するにあたり啓発用缶バッジを作成したいと考えています。第２次計画

の推進にあたっては、懇話会委員の皆様にも御意見をいただきながら、分野別に１０種類の缶バッジを

作成しました。

第３次計画の啓発缶バッジについては、分野別に作成するのではなく、「第３次健康づくり計画推進」

の目印になるようなものを１つ作成したいと考えています。また、今回の缶バッジは、これまでの缶バ

ッジより少し大きめのサイズでの作成を考えています。「健康づくり」がイメージできたり、興味を持

てるようなインパクトがあるデザインの缶バッジを作成できたらと考えており、そのメッセージやイラ

ストについて、委員の皆様から御意見をいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。

【岸畑会長】 

 それでは、グループ討議に移ります。時間の都合上、発表は行いませんので、グループ毎にグループ

ワーク用紙に御記入いただくようにお願いします。

～グループ討議～

５．その他連絡事項

【岸畑会長】 

時間になりましたので、グループ討議を終了したいと思います。グループで話し合っていただいた内

容は、事務局でまとめていただき、デザイン案を作成していただきたいと思います。

 最後に、「５ その他の連絡事項について」事務局よりお願いします。 

【事務局】 

お手元の資料３「平成２９年度 健康づくり推進懇話会スケジュール」を御覧ください。

 上段の日程が、懇話会の開催日及び開催場所で、下段が、皆様に御協力いただきたいイベントの日程

です。

１０月８日(日)の健康まつりでは例年、懇話会コーナーを設け、市民に向けての啓発を実施しており

ます。平成２７年度からは「体力測定ビフォーアフター」をテーマに柔軟性を高めるストレッチの前後

で、長座体前屈を実施し、柔軟性の変化を実感することで、運動の効果と運動を継続することの大切さ

を啓発いただいています。

健康フェスティバルについては、第３次計画の推進を目的に今年度初めて開催することになりました。

こちらのイベントは市民だけでなく、健康づくりを推進していただく企業、地域団体等も対象としてお

り、市内で実施している健康づくり活動の紹介や効果的に健康づくりを進めていくための情報共有も目

的としています。このイベントをきっかけに健康づくりに取り組む団体や個人が増え、それぞれにつな

がりができることで、健康づくりの輪を広げていきたいと考えています。イベント名、内容については

現在検討中です。懇話会委員の皆様にも御意見、アイデアを頂戴したいと考えております。次回の懇話

会で詳細をお伝えさせていただけると思いますので、よろしくお願いします。 以上が、今年度の懇話

会のスケジュールの概要です。

続いて、スケジュール下の「平成２９年度 健康づくり課における広報・ケーブルテレビ等啓発計画」
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を御覧ください。今年度、健康づくり課で予定している広報及びケーブルテレビにおける啓発内容の一

覧です。

 懇話会、第３次計画に関する項目には★マークを付けさせていただきました。

【事務局】

 皆様のお手元の資料４を御覧ください。既に御覧いただいた方も多いと思いますが、今月の広報津５

月１６日号の本紙に「健康づくり計画の紹介」が掲載されています。３月の懇話会にて皆様にいただい

た御意見、アイデアをもとに作成させていただいたものです。ありがとうございました。当初の予定で

は「健康づくりだより」の中での掲載予定でしたが、広報の紙面、見開き２～４ページに掲載させてい

ただくことができましたので、より多くの方に見ていただき、ご自身の健康を振り返っていただけるき

っかけになると考えています。

また、健康づくりだよりの中で、「計画ワンポイントアドバイス」の掲載を予定しています。６月１

６日号より、毎月１分野ずつ、第３次計画の取組内容におけるワンポイントアドバイスを掲載していき

ます。皆様のお手元の資料５を御覧ください。こちらは７月１６日号の運動分野に関するワンポイント

アドバイスの原稿案です。御確認お願いします。１１月１６日号には懇話会の活動紹介について掲載を

予定しております。

ケーブルテレビにおいては、来年の４月の健康づくりタイムにて「懇話会の活動紹介」の放送を予定

しています。今年度の懇話会の中で撮影をお願いさせていただきたいと思いますので、よろしくお願い

します。

続いて、禁煙啓発についてです。５月３１日は世界禁煙デー、５月３１日～６月６日は禁煙週間です。

健康づくり課では５月３１日（水）の１６時３０分～１７時３０分の間、津駅にて街頭啓発を行います。

本日、皆様のテーブルに置かせていただいた受動喫煙防止啓発のティッシュとチラシを配布し、啓発を

行う予定です。後方にも同様のものを御準備させていただきましたので、それぞれの御所属や地域等の

啓発でぜひ御活用ください。また、期間中は、市役所駐車場の街路樹や各保健センター前にのぼり旗を

掲げ、窓口、幼児健診、健康教育の場等でも啓発を実施予定です。 

 今年度も歯の健康展を６月４日（日）にリージョンプラザで開催させていただきます。津歯科医師会、

津市食生活改善推進協議会、津市健康づくり推進連絡協議会、学校保健会等、多くの皆様に御協力をい

ただきます。ぜひ御参加ください。 

 次回の第２回津市健康づくり推進懇話会は、６月２９日（木）午後２時～４時、中央保健センター健

康教室での開催となりますので、御参加いただきますようお願いいたします。 

【岸畑会長】 

 ありがとうございました。本日は以上になります。お気を付けてお帰りください。


